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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

（4）開設者 （4）開設者

○独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成25年12月24日閣議決定）に基づき、厚生労
働省所管の独立行政法人に係る改革を推進する
ため、「独立行政法人に係る改革を推進するため
の厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」
（平成27年法律第17号）が平成28年４月1日に施
行されることに伴い、独立行政法人労働者健康福
祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所
を統合し、その名称を独立行政法人労働者健康
安全機構に改めることとなった。
　これに伴い、「独立行政法人労働者健康福祉機
構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に変
更する。

病院票

 ( 4 ) 開設者

 01～26のあてはまるものひとつに○

 * の開設者のうち、医育機関は27にも○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 *

04 国 

05

06

07  その他

08  都道府県 *

09  市町村 *

10  地方独立行政法人 *

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　*

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

27  医育機関(再掲)

 独立行政法人地域医療機能推進機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 国立高度専門医療研究センター

 ( 4 ) 開設者

 01～26のあてはまるものひとつに○

 * の開設者のうち、医育機関は27にも○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 *

04 国 

05

06

07  その他

08  都道府県 *

09  市町村 *

10  地方独立行政法人 *

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　*

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

27  医育機関(再掲)

 独立行政法人地域医療機能推進機構

 独立行政法人労働者健康安全機構

 国立高度専門医療研究センター

資料１－４－１
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(9)患者数 (9)患者数

○9月30日の在院患者数について、24時現在に
在院（入院）している患者数を記入することが明確
に認識できるよう、表記を変更する。

～ ～

 ( 9 ) 患者数

内科 人 人

呼吸器内科 人 人

 循環器内科 人 人

消化器内科（胃腸内科） 人 人

腎臓内科 人 人

神経内科 人 人

糖尿病内科（代謝内科） 人 人

血液内科 人 人

皮膚科 人 人

アレルギー科 人 人

リウマチ科 人 人

感染症内科 人 人

標ぼうしている科目と、9月中休
診していた科目、特定の曜日
のみ開設している科目に○を
つけてください。

9月中の
外来患者延数

9/30の
在院患者数

 ( 9 ) 患者数

内科 人 人

呼吸器内科 人 人

 循環器内科 人 人

消化器内科（胃腸内科） 人 人

腎臓内科 人 人

神経内科 人 人

糖尿病内科（代謝内科） 人 人

血液内科 人 人

皮膚科 人 人

アレルギー科 人 人

リウマチ科 人 人

感染症内科 人 人

標ぼうしている科目と、9月中休
診していた科目、特定の曜日
のみ開設している科目に○を
つけてください。

9月中の
外来患者延数

9月30日
24時現在の
在院患者数
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(11)9月中の外来患者 (11)9月中の外来患者

○「診療時間外に受診した患者の延数」～「診療
時間外に受診した患者のうち、乳幼児（3歳未満）
の延数（再掲）」については、行政記録情報等によ
り把握可能であることから、記入者負担を考慮し削
除する。

（12）処方の状況等 （12）処方の状況等

○注意書きの文末について、統一的な表記に変
更する。
　 調査事項に変更なし。

 ( 11 ) 9月中の外来患者

初診の患者の数 人

診療時間外に受診した患者の延数 人

　　　診療時間外に受診した患者のうち、
　　　乳幼児(3歳未満)の延数（再掲）

人

　　　診療時間外に受診した患者のうち、
　　　緊急入院した患者の延数（再掲）

人

 ( 11 ) 9月中の外来患者

人
初診の患者の数

 ( 12 ) 処方の状況等 9月中の実施状況

入院患者への薬剤管理指導（９月中の薬剤管理指導料の回数） 回

回

回

1 有

2 無

　内服薬処方せんにおける分量の記載方法の規定 いずれかひとつに○

1 １回量を処方の基本単位としている

2 １日量を処方の基本単位としている

3 １回量と１日量の併記としている

4 規定なし

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数

院外処方せん交付数

　医療用麻薬の処方

 ( 12 ) 処方の状況等 9月中の実施状況を記入してください。

入院患者への薬剤管理指導（９月中の薬剤管理指導料の回数） 回

回

回

1 有 2 無

　内服薬処方せんにおける分量の記載方法の規定 いずれかひとつに○

1 １回量を処方の基本単位としている

2 １日量を処方の基本単位としている

3 １回量と１日量の併記としている

4 規定なし

　医療用麻薬の処方

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数

院外処方せん交付数

　- 3 -



新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

（16）救急医療体制 （17）救急医療体制

○救急医療体制のうち三次（救命救急センター）
について、政策担当部局において代替可能な行
政記録情報があるため、記入者負担を考慮し、調
査項目から削除する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

（17）専門外来の設置 （18）専門外来の設置
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

（18）委託の状況 （19）委託の状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

（19）表示診療時間の状況 （20）表示診療時間の状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

（20）受動喫煙防止対策の状況 （21）受動喫煙防止対策の状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

(21)職員のための院内保育サービスの状況 (22)職員のための院内保育サービスの状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

 ( 17 ) 救急医療体制

　救急医療体制　       複数の体制がある場合はあてはまるものすべてに○

1 初期（軽度の救急患者への夜間・休日における診療を行う医療施設）

2 二次（入院を要する救急医療施設）

3 三次（救命救急センター）

4 体制なし

ほぼ毎日

内科系疾患 1 2

小児科（小児外科を含む）疾患 1 2

外科系疾患 1 2

脳神経外科系疾患 1 2

産科疾患（分娩を含む） 1 2

多発外傷 1 2

1 体制あり 2 体制なし

3

3

　精神科救急医療体制
　各項目について、いずれかひとつに○

夜間(深夜も含む)の救急対応
対応している 3

対応して

いない1 ほぼ毎日

夜間(深夜も含む)の救急対応

各項目について、いずれかひとつに○

対応している
対応していない

ほぼ毎日以外

3

3

3

3

2 ほぼ毎日以外

 ( 16 ) 救急医療体制

　初期・二次救急医療体制    複数の体制がある場合はあてはまるものすべてに○

1 初期（軽度の救急患者への夜間・休日における診療を行う医療施設）

2 二次（入院を要する救急医療施設）

3 初期・二次両方ともなし

ほぼ毎日

内科系疾患 1 2

小児科（小児外科を含む）疾患 1 2

外科系疾患 1 2

脳神経外科系疾患 1 2

産科疾患（分娩を含む） 1 2

多発外傷 1 2

1 体制あり 2 体制なし

夜間(深夜も含む)の救急対応

各項目について、いずれかひとつに○

対応している
対応して
いない

ほぼ毎日以外

3

3

3

3

3

夜間(深夜も含む)の救急対応
対応している 3

対応して

いない

　精神科救急医療体制
　各項目について、いずれかひとつに○

1 ほぼ毎日

3

2 ほぼ毎日以外
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(22)オーダリングシステムの導入状況　　 (23)オーダリングシステムの導入状況　　
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

(23)医用画像管理システム（PACS）の導入状況 (24)医用画像管理システム（PACS）の導入状況

○調査時期にあわせた導入予定時期に変更す
る。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

(24)診療録電子化（電子カルテ）の状況 (25)診療録電子化（電子カルテ）の状況

○調査時期にあわせた電子化予定時期に変更す
る。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

 ( 23 ) 医用画像管理システム(ＰＡＣＳ)の導入状況

1 完全実施

2 一部実施

今後導入する
1 平成29年度

予定がある
2 平成30年度

3 平成31年度

4 平成32年度以降

1
フィルムレス

運用

2

導入予定
時期

3 導入する予定なし

導入している

 ( 24 ) 診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 病院全体で電子化している 1 平成29年度

2 病院内の一部で電子化している 2 平成30年度

3 今後電子化する予定がある 3 平成31年度

4 電子化する予定なし 4 平成32年度以降

電子化

予定時期

 ( 25 ) 診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 病院全体で電子化している 1 平成26年度

2 病院内の一部で電子化している 2 平成27年度

3 今後電子化する予定がある 3 平成28年度

4 電子化する予定なし 4 平成29年度以降

電子化

予定時期

 ( 24 ) 医用画像管理システム(ＰＡＣＳ)の導入状況

1 完全実施

2 一部実施

今後導入する
1 平成26年度

予定がある
2 平成27年度

3 平成28年度

4 平成29年度以降

1 導入している

2

導入予定
時期

フィルムレス
運用

3 導入する予定なし
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(25)医療情報の電子化の状況 (26)医療情報の電子化の状況

○記入をより明確にするため、一つ前の設問と同
様のレイアウトに変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

(26)遠隔医療システムの導入状況 (27)遠隔医療システムの導入状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 （ 26 ） 医療情報の電子化の状況

データの保管を行う場所 あてはまるものすべてに○

　 1 医療機関内にあるサーバ機器等で保管

2  外部の事業者に委託して保管

1 有 2 無

1 自施設内のみで利用

2 1 有 2 無

患者への情報提供の方法 あてはまるものすべてに○

1 紙面・フィルム等により情報提供している

2 電子的な方法でデータ自体を提供している

3 情報提供していない

ＳＳ－ＭＩＸ標準化ストレージ いずれかひとつに○

　 1 実装している 2 実装していない

 ( 23 ) オーダリングシステムを「導入している」 、( 24 ) 医用画像管理システム
 (ＰＡＣＳ)を「導入している」または ( 25 ) 診療録（カルテ）を「電子化している」
 場合のみ記入

ASP・SaaS（クラウド型）利用の有無

データの利用範囲
他の医療機関等との
ネットワークの有無

いずれかひとつに○ 他の医療機関等と連携して利用

 （ 25 ） 医療情報の電子化の状況

データの保管を行う場所 あてはまるものすべてに○

　 1 医療機関内にあるサーバ機器等で保管

2  外部の事業者に委託して保管

1 有 2 無

データの利用範囲 いずれかひとつに○

1 自施設内のみで利用

2 他の医療機関等と連携して利用 1 有 2 無

患者への情報提供の方法 あてはまるものすべてに○

1 紙面・フィルム等により情報提供している

2 電子的な方法でデータ自体を提供している

3 情報提供していない

ＳＳ－ＭＩＸ標準化ストレージ いずれかひとつに○

　 1 実装している 2 実装していない

 ( 22 ) オーダリングシステムを「導入している」 、( 23 ) 医用画像管理システム
 (ＰＡＣＳ)を「導入している」または ( 24 ) 診療録（カルテ）を「電子化している」
 場合のみ記入

ASP・SaaS（クラウド型）利用の有無

他の医療機関等とのネットワークの有無
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(27)医療安全体制 (28)医療安全体制

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

(28)在宅医療サービスの実施状況 (29)在宅医療サービスの実施状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

(29)特殊診療設備 (30)特殊診療設備
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

(30)緩和ケアの状況 (31)緩和ケアの状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 ( 27 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理

　院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる ( 　　　　　　　　人 ) 2 いない

　院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日 2 週1回以上 3 月2～3回程度

4 月1回程度 5 月1回未満

　医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

保守計画の実施

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

　患者相談担当者の配置の有無

1 有 2 無

責　　　　　任　　　　　者

1 2 3 7 86

配置

して

いない

4 5

7

8

臨床

工学

技士

その他

2 3 4 5 6 7

医師
歯科

医師
薬剤師 看護師

診療

放射線

技師

臨床

検査

技師

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

1 9

9

 ( 28 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理

　院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる ( 　　　　　　　　人 )

2 いない

　院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日 2 週１回以上 3 月2～3回程度

4 月1回程度 5 月1回未満

　医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

保守計画の実施

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

　患者相談担当者の配置の有無

1 有 2 無

6 7

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

臨床

工学

技士

その他

配置

して

いない

1 2 3 4 5

医師
歯科

医師
薬剤師 看護師

診療

放射線

技師

臨床

検査

技師

6 7 8 9

責　　　　　任　　　　　者
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

（31）手術等の実施状況 (33)手術等の実施状況

○「全身麻酔（静脈麻酔は除く）」、「内視鏡下消化
管手術」、「悪性腫瘍手術　部位別　食道（再掲）」
～「部位別　子宮（再掲）」については、行政記録
情報等により把握可能であることから、記入者負担
を考慮し削除する。

○「9月中の実施件数」及び「装置の台数」の記入
をより明確にするよう、表頭を変更する。

○「分娩の取扱の担当医師数（常勤換算）」及び
「担当助産師数（常勤換算）」について、記入に必
要な桁数に変更する。

○調査項目削除及び紙面の都合による調査項目
の順序の入れ替えにより、調査項目番号を変更す
る。

 ( 33 ) 手術等の実施状況

全身麻酔（静脈麻酔は除く） 件

内視鏡下消化管手術 件

悪性腫瘍手術 件

食道(再掲) 件

肺(再掲) 件

胃(再掲) 件

肝臓(再掲) 件

胆嚢(再掲) 件

膵臓(再掲) 件

大腸(再掲) 件

腎(再掲) 件

前立腺(再掲) 件

乳房(再掲) 件

子宮(再掲) 件

人工透析 件

(人工透析装置の台数) 台

分娩(正常分娩を含む) 件

帝王切開娩出術(再掲) 件

　分娩の取扱 小数点以下第２位四捨五入

1 取り扱っている 　担当医師数( 常勤換算 ) . 人

. 人

2 取り扱っていない 　院内助産所の有無 1 有 2 無

　担当助産師数( 常勤換算 ) 

13

17

14

15

16

部
　
　
　
　
位

04

05

06

07

08

09

10

11

12

9月中の実施件数

01

02

03

 ( 31 ) 手術等の実施状況

悪性腫瘍手術 1 件

人工透析 2 件 台

分娩(正常分娩を含む) 3 件

帝王切開娩出術(再掲) 4 件

　分娩の取扱 小数点以下第２位四捨五入

1 取り扱っている 　担当医師数( 常勤換算 ) .

　担当助産師数( 常勤換算 ) .
人

2 取り扱っていない 　院内助産所の有無 1 有 2 無

装置の台数9月中の実施件数

人
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(32)検査等の実施状況 (32)検査等の実施状況

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

 ( 32 ) 検査等の実施状況

* 患者数には手術に伴うものを含む。

骨塩定量測定 01 人

気管支内視鏡検査 * 02 人

上部消化管内視鏡検査 * 03 人

大腸内視鏡検査 * 04 人

血管連続撮影 05 人

ＤＳＡ(再掲) 06 人

循環器ＤＲ(再掲) 07 人

マンモグラフィー 08 人 台

ＲＩ検査(シンチグラム) 09 人 台

ＳＰＥＣＴ(再掲) 10 人 台

ＰＥＴ 11 人 台

ＰＥＴＣＴ 12 人 台

マルチスライスＣＴ 13 人 台

その他のＣＴ 14 人 台

3.0テスラ以上 15 人 台

1.5テスラ以上3.0テスラ未満 16 人 台

1.5テスラ未満 17 人 台

３Ｄ画像処理 18 人

19 人

9月中の
患者数

装置の
台数

ＣＴ

ＭＲＩ

冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩ（再掲）

ＰＥＴ

 ( 32 ) 検査等の実施状況 * 患者数には手術に伴うものを含む。 装置の台数

骨塩定量測定 01 人

気管支内視鏡検査 * 02 人

上部消化管内視鏡検査 * 03 人

大腸内視鏡検査 * 04 人

血管連続撮影 05 人

ＤＳＡ(再掲) 06 人

循環器ＤＲ(再掲) 07 人

マンモグラフィー 08 人 台

ＲＩ検査(シンチグラム) 09 人 台

ＳＰＥＣＴ(再掲) 10 人 台

ＰＥＴ 11 人 台

ＰＥＴＣＴ 12 人 台

マルチスライスＣＴ 13 人 台

その他のＣＴ 14 人 台

3.0テスラ以上 15 人 台

1.5テスラ以上3.0テスラ未満 16 人 台

1.5テスラ未満 17 人 台

３Ｄ画像処理 18 人

19 人

ＰＥＴ

ＣＴ

ＭＲＩ

冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩ（再掲）

9月中の患者数
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

(33)放射線治療の実施状況 (34)放射線治療の実施状況

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

（34）歯科設備 （35）歯科設備

○歯科診療所票（17）歯科設備への「7　診療用器
具の滅菌に使用する機器」の追加、「8　7のうち、
オートクレーブ」の変更に伴い、病院における保有
状況との比較及び時系列的に把握するため、併
せて変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

 ( 35 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 ( 　　　　　　　　　　台　)

2 デンタルＸ線装置（アナログ） 6 ポータブル歯科ユニット

3 デンタルＸ線装置（デジタル） 7 オートクレーブ

4 パノラマＸ線装置（アナログ） 8 吸入鎮静装置

5 パノラマＸ線装置（デジタル）

 ( 33 ) 放射線治療の実施状況

Ｘ線シミュレーター 1 人 台

ＣＴシミュレーター 2 人 台

放射線治療計画装置 3 人 台

放射線治療(体外照射) 4 人

　ﾘﾆｱｯｸ・ﾏｲｸﾛﾄﾛﾝ(再掲) 5 人 台

　ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 6 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 7 人

　ＲＡＬＳ(再掲) 8 人 台

    ＩＭＲＴ(強度変調照射)等の高精度照射 9 1 有 2 無

装置の
台数

9月中の
患者数患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記

入してください。

位置決め装置

 ( 34 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 ( 　　　　　　　　　　台　)

2 デンタルＸ線装置（アナログ）

3 デンタルＸ線装置（デジタル）

4 パノラマＸ線装置（アナログ）

5 パノラマＸ線装置（デジタル）

6 ポータブル歯科ユニット

7  診療用器具の滅菌に使用する機器

8 ７のうち、オートクレーブ

9 吸入鎮静装置

* 7のうち「オートクレーブ」を保有している場合は、8にも○を
   つけてください。

 ( 34 ) 放射線治療の実施状況

Ｘ線シミュレーター 人 台

ＣＴシミュレーター 人 台

放射線治療計画装置 人 台

放射線治療(体外照射) 人

　ﾘﾆｱｯｸ・ﾏｲｸﾛﾄﾛﾝ(再掲) 人 台

　ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 人

　ＲＡＬＳ(再掲) 人 台

ＩＭＲＴ(強度変調照射)等の高精度照射 1 有 2 無

7

8

9

3

4

5

6

9月中の
患者数

装置の
台数　患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記入してください。

位置決め装置
1

2
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

（35）剖検 （36）剖検

○記入をより明確にするため、次の設問がわかる
よう、矢印を追記する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

 ( 36 ) 剖検

剖検の有無

1 している 9月中の剖検　(　　　　　　　　件　)

2 していない

9月中の死亡数 ( 　　　　　　　　人　)

剖検をしていない場合も、9月中の死亡数を記入してください。

 ( 35 ) 剖検

剖検の有無

1 している 9月中の剖検　(　　　　　　　　件　)

2 していない

9月中の死亡数 ( 　　　　　　　　人　)

剖検をしていない場合も、9月中の死亡数を記入してください。
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

【新規】（36）従事者数

○全国の病院の従事者については、病院報告に
おいて毎年把握してきたが、行政記録情報等によ
り主要な職種については把握可能であることから、
記入者負担を考慮して、平成29年調査より本調査
に移行し、3年周期で把握することとする。
　なお、旧「(16)病棟に勤務する保育士」は、本項
目の追加に伴い、「28　保育士」による把握に変更
する。

 ( 36 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。

↓小数点

医師 人 . 人

歯科医師 人 . 人 看護業務補助者 . 人

理学療法士（PT） . 人

作業療法士（OT） . 人

視能訓練士 . 人

従事者の人数
言語聴覚士 . 人

↓小数点 義肢装具士 . 人

薬剤師 人 . 人 歯科衛生士 . 人

保健師 人 . 人 歯科技工士 . 人

助産師 人 . 人 診療放射線技師 . 人

看護師 人 . 人 診療エックス線技師 . 人

准看護師 人 . 人 臨床検査技師 . 人

（ 注 ） 08～32も記入してください。 衛生検査技師 . 人

１） 雇用形態にかかわらず、医療機関が定める1週間の勤務時間（所定労働時間）のすべてを 臨床工学技士 . 人

勤務している場合は「常勤」、勤務していない場合は「非常勤」としてください。 あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 . 人

２） 常勤換算については、下記の計算式により常勤換算数を計算し、それぞれの欄に記入して 柔道整復師 . 人

ください。小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで計上してください。 管理栄養士 . 人

得られた結果が0.1に満たない場合は「0.1」と計上してください。 栄養士 . 人

常勤換算は「0.1」「1.0」等「0」を省略せずに記入してください。 精神保健福祉士 . 人

従事者の1週間の勤務延時間数（残業は除く） 社会福祉士 . 人

医療機関において常勤の従事者が勤務すべき
介護福祉士 . 人

1週間の時間数（所定労働時間）
保育士 . 人

※ 1週間の時間数が32時間を下回る場合は分母を32時間としてください。 その他の技術員 . 人

常勤換算の詳細は「調査の手引き」を参照してください。 医療社会事業従事者 . 人

３） 「28　保育士」は、子どもの患者に対するケアを行う保育士を記入してください。なお、院内 事務職員 . 人

保育所に勤務している保育士は含みません。 その他の職員 . 人

職                種
常勤 非常勤 (常勤換算)

職 種

常勤換算

「常勤」従事者の人数
「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入) 「常勤」と「非常勤」従事者の
常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

01 ↓小数点

02 08

09

「常勤」と「非常勤」従事者の

常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

11

12

13

03 14

職                種

実人員 常勤換算 10

「常勤」・「非常勤」

22

04 15

05 16

06 17

07 18

19

20

21

23

24

25

常勤換算数＝
26

27

28

29

30

31

32
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

【(36)従事者数に振替え】 （16）病棟に勤務する保育士

○病棟に勤務する保育士については、職種別に
把握する「（36）従事者数」の追加に伴い、「28　保
育士」による把握に変更する。

 (37) 病棟における看護職員の勤務体制  (38) 病棟における看護職員の勤務体制

○記入をより明確にするため説明を追加し、注書
きの文末について、統一的な表記に変更する。

○調査項目追加及び紙面の都合による調査項目
の順序の入れ替えにより調査項目番号を変更す
る。
　調査事項に変更なし。

 ( 16 ) 病棟に勤務する保育士

1 いる

2 いない

・子どもの患者に対するケアを行う保育士を記入してください。

　なお、院内保育所に勤務している保育士は含みません。

・いる場合は10月1日現在の常勤換算数を記入してください。

　保育士数( 常勤換算 )
小数点以下第２位四捨五入

. 人

 ( 37 ) 病棟における看護職員の勤務体制

二交代制 人

当直制・他 人

二交代制 人

当直制・他 人

二交代制 人

当直制・他 人

1

1

（記入例）　三交代の体制をとる病棟に、20人の看護師・准看護師を配置し、
　　　　　　　１看護単位( 準夜勤　3人、深夜勤　2人 )で看護している場合

配置している

看護師・准看護

師

時間帯
（シフト）

看護単位数
（看護師・准看護師の人数別）

１人 ２人 ３人以上

三交代制 20 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

夜勤

精
神
・

結
核
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

夜勤

夜勤

療
養
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

一
般
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

複数種類の病床を有する病棟は、一番多い病床に該当する病棟に記入

配置している
看護師・
准看護師

時間帯
（シフト）

看護単位数
（看護師・准看護師の人数別）

１人 ２人 ３人以上

 ( 37 ) 病棟における看護職員の勤務体制

看護師、准看護師の勤務体制を病棟別に記入してください。

二交代制 人

当直制・他 人

二交代制 人

当直制・他 人

二交代制 人

当直制・他 人

1

1

複数種類の病床を有する病棟は、一番多い病床に該当する病棟に記入してください。

配置している
看護師・
准看護師

時間帯
（シフト）

看護単位数
（看護師・准看護師の人数別）

１人 ２人 ３人以上

夜勤

夜勤

療
養
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

一
般
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

夜勤

精
神
・

結
核
病
棟

三交代制 人
準夜勤

深夜勤

夜勤

（記入例）　三交代の体制をとる病棟に、20人の看護師・准看護師を配置し、
　　　　　　　１看護単位( 準夜勤　3人、深夜勤　2人 )で看護している場合

配置している

看護師・准看護

師

時間帯
（シフト）

看護単位数
（看護師・准看護師の人数別）

１人 ２人 ３人以上

三交代制 20 人
準夜勤

深夜勤
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

病院票

 (38) 新人看護職員研修の状況  (37) 新人看護職員研修の状況
○調査項目追加及び紙面の都合による調査項目
の順序の入れ替えにより調査項目番号を変更す
る。
　調査事項に変更なし。
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

（4）開設者 （4）開設者

一般診療所票

○独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成25年12月24日閣議決定）に基づき、厚生労
働省所管の独立行政法人に係る改革を推進する
ため、「独立行政法人に係る改革を推進するため
の厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」
（平成27年法律第17号）が平成28年４月1日に施
行されることに伴い、独立行政法人労働者健康福
祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所
を統合し、その名称を独立行政法人労働者健康
安全機構に改めることとなった。
　これに伴い、「独立行政法人労働者健康福祉機
構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に変
更する。

 ( 4 ) 開設者

あてはまるものひとつに○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 

04  独立行政法人労働者健康福祉機構

05  国立高度専門医療研究センター

06  独立行政法人地域医療機能推進機構

07  その他

08  都道府県 

09  市町村 

10  地方独立行政法人 

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

国

 ( 4 ) 開設者

あてはまるものひとつに○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 

04  独立行政法人労働者健康安全機構

05  国立高度専門医療研究センター

06  独立行政法人地域医療機能推進機構

07  その他

08  都道府県 

09  市町村 

10  地方独立行政法人 

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

国

資料１－４－２
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

（9）診療状況 （9）診療状況

○「9月中に新たに入院した患者数」、「診療時間
外に受診した患者の延数（再掲）」及び「診療時間
外に受診した患者のうち、乳幼児（3歳未満）の延
数（再掲）」については、行政記録情報等により把
握可能であることから、記入者負担を考慮し削除
する。

○9月30日の在院患者数について、24時現在に
在院（入院）している患者数を記入することが明確
に認識できるよう、表記を変更する。

（10）処方の状況等 （10）処方の状況等

○注意書きの文末について、統一的な表記に変
更する。
 　調査事項に変更なし。

（15）専門外来の設置 （17）専門外来の設置
○病院票に合わせた調査項目の順序の入れ替え
により、調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

（16）委託の状況 （15） 委託の状況
○病院票に合わせた調査項目の順序の入れ替え
により、調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 ( 9 ) 診療状況

9月30日24時現在の在院患者数 人

9月中の退院患者数 人

9月中の外来患者延数 人

　　初診の患者の数（再掲） 人

 ( 10 ) 処方の状況等 9月中の実施状況

回

回

1 有

2 無

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数

　医療用麻薬の処方

院外処方せん交付数

 ( 9 ) 診療状況

9月30日の在院患者数 人

9月中に新たに入院した患者数 人

9月中の退院患者数 人

9月中の外来患者延数 人

初診の患者の数（再掲） 人

診療時間外に受診した患者の延数（再掲） 人

　　　診療時間外に受診した患者のうち、
　　　乳幼児(3歳未満)の延数（再掲）

人

 ( 10 ) 処方の状況等 9月中の実施状況を記入してください。

回

回

1 有

2 無
　医療用麻薬の処方

院外処方せん交付数

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

（17）表示診療時間の状況 （16）表示診療時間の状況
○病院票に合わせた調査項目の順序の入れ替え
により、調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

【削除】 (19) レセプト処理用コンピューターの導入状況

○「療養の給付及び公費負担医療に関する費用
の請求に関する省令」（昭和51年厚生省令第36
号）の規定により、レセプトコンピュータを使用して
書面で請求している保険医療機関等については、
審査支払機関への届出により、当該レセプトコン
ピュータの減価償却期間（保守管理契約期間）又
はリース契約期間が終了するまでの間（最長で平
成27年3月31日まで）、電子レセプト請求への移行
が猶予されていたところであるが、導入が進み、猶
予期限から１年以上経過したことから削除する。

(19)診療録電子化（電子カルテ）の状況 （20）診療録電子化（電子カルテ）の状況

○調査時期にあわせた電子化予定時期に変更す
る。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

 ( 19 ) レセプト処理用コンピューターの導入状況

1 導入している
1 平成26年度

今後導入する
2 平成27年度

予定がある
3 平成28年度

3 導入する予定なし
4 平成29年度以降

2
導入予定

時期

（ 20 ）診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 診療所全体で電子化している 1 平成26年度

2 診療所内の一部で電子化している 2 平成27年度

3 3 平成28年度

4 電子化する予定なし 4 平成29年度以降

電子化

今後電子化する予定がある
予定時期

（ 19 ）診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 診療所全体で電子化している 1 平成29年度

2 診療所内の一部で電子化している 2 平成30年度

3 3 平成31年度

4 電子化する予定なし 4 平成32年度以降

電子化

今後電子化する予定がある
予定時期
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

(20)医療情報の電子化の状況 （21）医療情報の電子化の状況

○記入をより明確にするため、一つ前の設問と同
様のレイアウトに変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

 （ 21 ）医療情報の電子化の状況

（ 20 ） 診療録（カルテ）を「電子化している」場合のみ記入

データの保管を行う場所 あてはまるものすべてに○

　 1 医療機関内にあるサーバ機器等で保管

2  外部の事業者に委託して保管

1 有 2 無

1 自施設内のみで利用

2 1 有 2 無

患者への情報提供の方法 あてはまるものすべてに○

1 紙面・フィルム等により情報提供している

2 電子的な方法でデータ自体を提供している

3 情報提供していない

ＳＳ－ＭＩＸ標準化ストレージ いずれかひとつに○

　 1 実装している 2 実装していない

いずれかひとつに○ 他の医療機関等と連携して利用

ASP・SaaS（クラウド型）利用の有無

データの利用範囲
他の医療機関等との
ネットワークの有無

（ 20 ）医療情報の電子化の状況

（ 19 ） 診療録（カルテ）を「電子化している」場合のみ記入

データの保管を行う場所 あてはまるものすべてに○

　 1 医療機関内にあるサーバ機器等で保管

2  外部の事業者に委託して保管

1 有 2 無

データの利用範囲 いずれかひとつに○

1 自施設内のみで利用

2 他の医療機関等と連携して利用

1 有 2 無

患者への情報提供の方法 あてはまるものすべてに○

1 紙面・フィルム等により情報提供している

2 電子的な方法でデータ自体を提供している

3 情報提供していない

ＳＳ－ＭＩＸ標準化ストレージ いずれかひとつに○

　 1 実装している 2 実装していない

　

他の医療機関等とのネットワークの有無

ASP・SaaS（クラウド型）利用の有無
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

 (21) 遠隔医療システムの導入状況  (22) 遠隔医療システムの導入状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 (22) 医療安全体制  (23) 医療安全体制

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

 ( 23 ) 医療安全体制

各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理

責　　　　　任　　　　　者

医師
歯科

医師
薬剤師

臨床

工学

技士

その他

配置

して

いない

1 2 3 4 5 6

看護師

診療

放射線

技師

臨床

検査

技師

1 2 3 4

7 8 9

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7

7 8 9

 ( 22 ) 医療安全体制

各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理 1 2 3 4

7 8 9

1 2 3 4 5

7 8 9

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

6 7

臨床

工学

技士

その他

配置

して

いない

責　　　　　任　　　　　者

医師
歯科

医師
薬剤師 看護師

診療

放射線

技師

臨床

検査

技師
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

 (23) 在宅医療サービスの実施状況  (24) 在宅医療サービスの実施状況

○記入をより明確にするため、選択肢の配置を変
更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

 ( 24 ) 在宅医療サービスの実施状況 併設施設によるサービスを除く

実施の有無に○をつけ、9月中の件数を記入してください。

 医療保険等による在宅サービス 1 実施している 2 実施していない

往診 件

在宅患者訪問診療 件

歯科訪問診療 件

救急搬送診療 件

在宅患者訪問看護・指導 件

精神科在宅患者訪問看護・指導 件

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 件

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝへの指示書の交付 件

在宅看取り 件

 介護保険による在宅サービス 1 実施している 2 実施していない

居宅療養管理指導(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

訪問看護(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

訪問リハビリテーション(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

 在宅療養支援診療所の届出 いずれかに○　施設数には自施設を含む。

1 有

連携保険医療機関等の数 (　　　　　　施設)

受け持つ在宅療養患者の数 (　　　　　　　人)

2 無

12

08

09

10

11

05

06

07

01

02

03

04

 ( 23 ) 在宅医療サービスの実施状況 併設施設によるサービスを除く

実施の有無に○をつけ、9月中の件数を記入してください。

 医療保険等による在宅サービス 1 実施している

2 実施していない

往診 件

在宅患者訪問診療 件

歯科訪問診療 件

救急搬送診療 件

在宅患者訪問看護・指導 件

精神科在宅患者訪問看護・指導 件

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 件

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝへの指示書の交付 件

在宅看取り 件

 介護保険による在宅サービス 1 実施している

2 実施していない

居宅療養管理指導(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

訪問看護(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

訪問リハビリテーション(介護予防ｻｰﾋﾞｽを含む) 件

 在宅療養支援診療所の届出 いずれかに○　施設数には自施設を含む。

1 有

連携保険医療機関等の数 (　　　　　　　　　施設)

受け持つ在宅療養患者の数 (　　　　　　　　　　人)

2 無

11

12

10

05

06

07

08

09

03

04

01

02
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

(24)検査等の実施状況 (25)検査等の実施状況

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

 ( 25 ) 検査等の実施状況

*患者数には手術に伴うものを含む。

骨塩定量測定 人

気管支内視鏡検査* 人

上部消化管内視鏡検査* 人

大腸内視鏡検査* 人

血管連続撮影 人

ＤＳＡ(再掲) 人

循環器ＤＲ(再掲) 人

マンモグラフィー 人 台

ＲＩ検査(シンチグラム) 人 台

ＳＰＥＣＴ(再掲) 人 台

ＰＥＴ 人 台

ＰＥＴＣＴ 人 台

マルチスライスＣＴ 人 台

その他のＣＴ 人 台

3.0テスラ以上 人 台

ＭＲＩ 1.5テスラ以上3.0テスラ未満 人 台

1.5テスラ未満 人 台

３Ｄ画像処理 人

 冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩ（再掲） 人

9月中の患者数 装置の台数

01

05

06

07

02

03

04

08

09

10

ＰＥＴ
11

12

ＣＴ
13

14

16

15

18

19

17

 ( 24 ) 検査等の実施状況

*患者数には手術に伴うものを含む。

骨塩定量測定 人

気管支内視鏡検査* 人

上部消化管内視鏡検査* 人

大腸内視鏡検査* 人

血管連続撮影 人

ＤＳＡ(再掲) 人

循環器ＤＲ(再掲) 人

マンモグラフィー 人 台

ＲＩ検査(シンチグラム) 人 台

ＳＰＥＣＴ(再掲) 人 台

ＰＥＴ 人 台

ＰＥＴＣＴ 人 台

マルチスライスＣＴ 人 台

その他のＣＴ 人 台

3.0テスラ以上 人 台

ＭＲＩ 1.5テスラ以上3.0テスラ未満 人 台

1.5テスラ未満 人 台

３Ｄ画像処理 人

 冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩ（再掲） 人19

18

17

14

15

16

ＣＴ
13

08

09

10

ＰＥＴ
11

12

05

06

07

02

03

04

9月中の患者数 装置の台数

01
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

(25)手術等の実施状況 (26)手術等の実施状況

○「全身麻酔（静脈麻酔は除く）」、「内視鏡下消化
管手術」及び「悪性腫瘍手術　部位別　肺（再
掲）」～「悪性腫瘍手術　部位別　子宮（再掲）」に
ついては、行政記録情報等により把握可能である
ことから、記入者負担を考慮し削除する。

○「9月中の実施件数」及び「装置の台数」の記入
をより明確にするため、表頭を変更する。

○「分娩の取扱の担当医師数（常勤換算）」及び
「担当助産師数（常勤換算）」について、病院票と
合わせて桁数を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

 ( 26 ) 手術等の実施状況

全身麻酔（静脈麻酔は除く） 件

内視鏡下消化管手術 件

悪性腫瘍手術 件

肺(再掲) 件

胃(再掲) 件

肝臓(再掲) 件

大腸(再掲) 件

前立腺(再掲) 件

乳房(再掲) 件

子宮(再掲) 件

外来化学療法 件

人工透析 件

(人工透析装置の台数) 台

分娩(正常分娩を含む) 件

帝王切開娩出術(再掲) 件

　分娩の取扱 小数点以下第２位四捨五入

1 取り扱っている 　担当医師数( 常勤換算 ) .
人

.
人

2 取り扱っていない 　院内助産所の有無 1 有 2 無

9月中の実施件数

01

03

部
　
　
位

04

05

06

02

10

11

12

07

08

09

13

14

　担当助産師数( 常勤換算 ) 

 ( 25 ) 手術等の実施状況

悪性腫瘍手術 件

外来化学療法 件

人工透析 件 台

分娩(正常分娩を含む) 件

帝王切開娩出術(再掲) 件

　分娩の取扱 小数点以下第２位四捨五入

1 取り扱っている 　担当医師数( 常勤換算 ) .

.
人

2 取り扱っていない 　院内助産所の有無 1 有 2 無

　担当助産師数( 常勤換算 ) 

人

2

3

4

1

5

9月中の実施件数 装置の台数
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

(26)放射線治療の実施状況 (27)放射線治療の実施状況

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

(27)歯科設備 (28)歯科設備
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

(28)従事者数 (29)従事者数

○「常勤」及び「非常勤（常勤換算）」と「実人員」及
び「常勤換算」の２種類の異なる表頭について、明
確に認識できるよう表頭の色を変更する。

○小数点の注意書きを統一的な表記に変更す
る。

○職種の「09　理学療法士」及び「10　作業療法
士」について、病院票と統一的な表記とするため、
「09　理学療法士（PT）」及び「10　作業療法士
（OT）」に変更する。

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の
色を変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
 　調査事項に変更なし。

～ ～

 ( 29 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。

医師 人 . 人

歯科医師 人 . 人

薬剤師 . 人

保健師 人 . 人

助産師 人 . 人

看護師 人 . 人

准看護師 人 . 人

看護業務補助者 . 人

理学療法士 . 人

作業療法士 . 人

07

08

09

10

↓小数点

03

04

05

06

↓小数点

01

02

職 種

実人員 常勤換算

「常勤」・「非常勤」従事者の人数
「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点第2位四捨五入)

職 種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者の人数
「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点第2位四捨五入)

 ( 27 ) 放射線治療の実施状況

放射線治療(体外照射) 人

ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 人

9月中の
患者数

装置の
台数

　患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記入してください。

1

2

3

 ( 26 ) 放射線治療の実施状況

放射線治療(体外照射) 人

ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞー ﾅｲﾌ(再掲) 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 人

1

2

3

9月中の患者数 装置の台数
患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を
元に記入してください。

 ( 28 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。

医師 人 . 人

歯科医師 人 . 人

薬剤師 . 人

保健師 人 . 人

助産師 人 . 人

看護師 人 . 人

准看護師 人 . 人

看護業務補助者 . 人

理学療法士（PT） . 人

作業療法士（OT） . 人

07

08

09

10

↓小数点

03

04

05

06

↓小数点

01

02

職 種

実人員 常勤換算

「常勤」・「非常勤」従事者の人数
「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

職 種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者の人数
「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

一般診療所票

【削除】 欄外　次回の調査方法について

○平成29年調査より、一般診療所票についても本
格的にオンライン調査を導入するため、オンライン
調査導入に向けた欄外アンケートは削除する。

（１）　貴施設には、インターネットを使用できるパソコンはありますか。

1 有

2 無

（２）　次のうち、どちらの調査方法を希望しますか。 いずれかに○

1 政府統計共同利用システムを用いたオンライン調査

2 紙の調査票による調査

（理由： ）

調査方法について

　　　 当調査は、政府統計共同利用システムを用いたオンライン調査の
　　導入を検討しております。
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

（4）開設者 （4）開設者

歯科診療所票

○独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成
25年12月24日閣議決定）に基づき、厚生労働省所管
の独立行政法人に係る改革を推進するため、「独立行
政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係
法律の整備等に関する法律」（平成27年法律第17号）
が平成28年４月1日に施行されることに伴い、独立行政
法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全
衛生総合研究所を統合し、その名称を独立行政法人
労働者健康安全機構に改めることとなった。
　これに伴い、「独立行政法人労働者健康福祉機構」
を「独立行政法人労働者健康安全機構」に変更する。

 ( 4 ) 開設者 あてはまるものひとつに○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 

04  独立行政法人労働者健康福祉機構 国

05  国立高度専門医療研究センター

06  独立行政法人地域医療機能推進機構

07  その他

08  都道府県 

09  市町村 

10  地方独立行政法人 

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

 ( 4 ) 開設者 あてはまるものひとつに○

01  厚生労働省

02  独立行政法人国立病院機構

03  国立大学法人 

04  独立行政法人労働者健康安全機構 国

05  国立高度専門医療研究センター

06  独立行政法人地域医療機能推進機構

07  その他

08  都道府県 

09  市町村 

10  地方独立行政法人 

11  日赤

12  済生会

13  北海道社会事業協会

14  厚生連

15  国民健康保険団体連合会

16  健康保険組合及びその連合会

17  共済組合及びその連合会

18  国民健康保険組合

19  公益法人

20  医療法人

21  私立学校法人　

22  社会福祉法人

23  医療生協

24  会社

25  その他の法人

26  個人

資料１－４－３
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

歯科診療所票

（8）診療状況 （8）診療状況（9月中）

○見出し及び一部調査項目について、一般診療所票
「（9）診療状況」と統一的な表記に変更する。
   調査事項に変更なし。

(9)外来患者への処方数 (9)外来患者への処方数

○注意書きの文末について、統一的な表記に変更す
る。
　 調査事項に変更なし。

(11) 救急医療体制 (11) 救急医療体制

○初期救急医療体制に参加している場合、「1　休日
等歯科診療所」又は「2　歯科在宅当番医制」のいずれ
かを○で囲むことが明確にわかるよう、「初期救急医療
体制への参加状況」を追加する。
   調査事項に変更なし。

 ( 11 ) 救急医療体制 いずれかひとつに○

　初期救急医療体制への参加状況

1 休日等歯科診療所

2 歯科在宅当番医制

3 していない

夜間( 深夜も含む ) の救急対応 いずれかひとつに○

3 対応していない

対応している

1 ほぼ毎日 2 ほぼ毎日以外

1 休日等歯科診療所

2 歯科在宅当番医制

3 していない

夜間( 深夜も含む ) の救急対応 いずれかひとつに○

3 対応していない

対応している

21 ほぼ毎日以外ほぼ毎日

 ( 11 ) 救急医療体制 いずれかひとつに○

 ( 8 ) 診療状況

　9月中の外来患者延数 人

　初診の患者の数（再掲） 人

 ( 8 ) 診療状況　（9月中）

　初診の患者の数（再掲）

外来患者延数 人

人

 ( 9 ) 外来患者への処方数 9月中の延回数を記入してください。

院内処方数 回

回院外処方せん交付数

 ( 9 ) 外来患者への処方数 9月中の延回数

院外処方せん交付数 回

院内処方数 回
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

歯科診療所票

【削除】 (15) レセプト処理用コンピューターの導入状況

○「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請
求に関する省令」（昭和51年厚生省令第36号）の規定
により、レセプトコンピュータを使用して書面で請求して
いる保険医療機関等については、審査支払機関への
届出により、当該レセプトコンピュータの減価償却期間
（保守管理契約期間）又はリース契約期間が終了する
までの間（最長で平成27年3月31日まで）、電子レセプ
ト請求への移行が猶予されていたところであるが、導入
が進み、猶予期限から１年以上経過したことから削除
する。

（15）診療録電子化（電子カルテ）の状況 （16）診療録電子化（電子カルテ）の状況

○調査時期にあわせた電子化予定時期に変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

(16)医療安全体制 (17)医療安全体制

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の色を
変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 ( 15 ) レセプト処理用コンピューターの導入状況

1 導入している 1 平成26年度

今後導入する 2 平成27年度

予定がある 3 平成28年度

3 導入する予定なし 4 平成29年度以降

2
導入予定

時期

（ 16 ）診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 電子化している 1 平成26年度

今後電子化する 2 平成27年度

予定がある 3 平成28年度

3 電子化する予定なし 4 平成29年度以降

2
電子化

予定時期

 ( 17 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

責　　　　　任　　　　　者

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

歯科
医師

歯科
衛生士

その他
配置
して

いない

 ( 16 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

責　　　　　任　　　　　者

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理 1 2 3

1 2 3 4

1 2 3

歯科
医師

歯科
衛生士

その他
配置
して

いない

1 2 3 4

（ 15 ）診療録電子化（電子カルテ）の状況

1 電子化している 1 平成29年度

今後電子化する 2 平成30年度
予定がある

3 平成31年度

3 電子化する予定なし 4 平成32年度以降

2
電子化

予定時期

- 27 -



新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

歯科診療所票

（17）歯科設備 （18）歯科設備

○オートクレーブは、滅菌機器として最も簡便で低コス
トであるため、歯科診療所において広く普及している
が、オートクレーブを有していない歯科診療所（H26年
調査：約15％の歯科診療所が該当）における滅菌機器
の保有実態についても把握するため、「7　診療用器具
の滅菌に使用する機器」を追加する。
旧「7　オートクレーブ」については、時系列的に把握す
るため、「8　7のうち、オートクレーブ」に変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。

（18）歯科技工室 （19）歯科技工室
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

（19）インプラント手術の実施状況　 （20）インプラント手術の実施状況　
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

（20）歯科用アマルガムの保有状況 （21）歯科用アマルガムの保有状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

（21）在宅医療サービスの実施状況 （22）在宅医療サービスの実施状況
○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
　 調査事項に変更なし。

 ( 18 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 (　　　　　　　　　　台)

2 デンタルＸ線装置（アナログ）

3 デンタルＸ線装置（デジタル）

4 パノラマＸ線装置（アナログ）

5 パノラマＸ線装置（デジタル）

6 ポータブル歯科ユニット

7 オートクレーブ

8 吸入鎮静装置

 ( 17 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 (　　　　　　　　　　台)

2 デンタルＸ線装置（アナログ）

3 デンタルＸ線装置（デジタル）

4 パノラマＸ線装置（アナログ）

5 パノラマＸ線装置（デジタル）

6 ポータブル歯科ユニット

7  診療用器具の滅菌に使用する機器

8 ７のうち、オートクレーブ

9 吸入鎮静装置

* 7のうち「オートクレーブ」を保有している場合は、8にも○を
   つけてください。
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

歯科診療所票

（22）従事者数 （23）従事者数

○「常勤」及び「非常勤（常勤換算）」と「実人員」及び
「常勤換算」の２種類の異なる表頭について、明確に認
識できるよう表頭の色を変更する。

○小数点の注意書きを統一的な表記に変更する。

○記入すべき箇所が明確にわかるよう、斜線欄の色を
変更する。

○調査項目削除により調査項目番号を変更する。
   調査事項に変更なし。

 ( 23 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。

歯科医師 人 . 人

医師 人 . 人

歯科衛生士 人 . 人

歯科技工士 人 . 人

薬剤師 . 人

看護師 人 . 人

准看護師 人 . 人

歯科業務補助者 . 人

事務職員 . 人

その他の職員 . 人

01

02

03

職種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者

の人数
「非常勤」従事者の

常勤換算した人数

(小数点第2位四捨五入)

「0.1」「1.0」等、「0」を省略せず

に記入してください。

↓小数点

(小数点第2位四捨五入)

「0.1」「1.0」等、「0」を省略せず

に記入してください。

↓小数点

04

職種

実人員 常勤換算

「常勤」・「非常勤」

従事者の人数

「常勤」と「非常勤」従事者の

常勤換算した人数

05

08

09

10

06

07

 ( 22 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。

歯科医師 人 . 人

医師 人 . 人

歯科衛生士 人 . 人

歯科技工士 人 . 人

薬剤師 . 人

看護師 人 . 人

准看護師 人 . 人

歯科業務補助者 . 人

事務職員 . 人

その他の職員 . 人

09

10

05

06

07

08

実人員 常勤換算

「常勤」・「非常勤」

従事者の人数

「常勤」と「非常勤」従事者の

常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

「0.1」「1.0」等、「0」を省略せず

に記入してください。

↓小数点

04

職種

02

03

↓小数点

01

職種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者

の人数
「非常勤」従事者の

常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

「0.1」「1.0」等、「0」を省略せず

に記入してください。
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新（平成２９年） 旧（平成２６年） 変更理由等

歯科診療所票

【削除】 欄外　次回の調査方法について
○平成29年調査より、歯科診療所票についてもオンラ
イン調査を導入するため、オンライン調査導入に向け
た欄外アンケートは削除する。

（１）　貴施設には、インターネットを使用できるパソコンはありますか。

1 有

2 無

（２）　次のうち、どちらの調査方法を希望しますか。 いずれかに○

1 政府統計共同利用システムを用いたオンライン調査

2 紙の調査票による調査

（理由： ）

　　　 当調査は、政府統計共同利用システムを用いたオンライン調査の
　　導入を検討しております。

調査方法について
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